
　

　

　

①全員加入 　　　厚生年金保険の加入員全員

（２）産前産後休業・育児休業（以下、「育児休業等」）により休業する期間中の掛金について

②加入対象者を限定
　(確認資料を同時にご提出下さい)

○印

選択肢

執行役員

―

確認資料名

社員

加入対象職種名

法人税法上の役員

印

　

事業所番号

代表者名

令和　　　 年　　　月　　　　日

（注）基金未加入の場合は
　　　健保記号をご記入

（例　基本給）

準社員

　①定額コース　（1口～30口）
　　 1口＝1,000円

概　　要

事業所所在地

月額掛金（千円）

口数

　　加入者全員一律の口数を設定

　

※口数は下記<別表>へ

　

月額掛金（千円） 区分内容

契約社員

選 択 肢

選択コース

事業所名

確認資料名

（例　給与規程）

１．予定加入者数 名

に令和　　　年　　　月　　　日付で加入することを決定しました

　（注）労働条件の相違する職種等の単位で加入対象者を限定する場合は、「就業規則等＊」を提出してください。
　　　　　　　　　　　　　　　　　＊就業規則等とは、就業規則、役員規程、雇用契約書これらに準ずるもの

嘱託社員

弊社は、日本ＩＴソフトウェア企業年金基金

日本ITソフトウェア企業年金基金加入申込書

加入対象職種名 確認資料名 ○印

（１）加入者の範囲

２．共通事項

○印 範囲区分

第２年金

　育児休業等の期間中の掛金を納付しない

○印

　育児休業等の期間中の掛金を納付する

＜別表＞（変額コース）

　②変額コース　（1口～30口）
　 　1口＝1,000円

（注）変額コースの場合は、職位、資格、等級等を規定して
      いる「諸規程＊」を提出してください。
         ＊  給与規程、資格規程、等級規程、役員規程など

　　　　　　　　加入者が育児休業等により休業する期間中は、掛金を停止して「カラ期間扱い＊」となります。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＊資格期間判定には算入されますが、給付額には反映しません。

○印

　　「職位」「資格」「等級」等に応じて口数を設定

３．第2年金の掛金について


